
国
民
健
康
保
険 

入
院
時
の
医
療
費
の 

　
　
窓
口
支
払
額
が
限
度
額
ま
で
に 
入
院
時
の
医
療
費
の 

　
　
窓
口
支
払
額
が
限
度
額
ま
で
に 

　
4
月
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
の
受
取
代
理

制
度
が
施
行
さ
れ
ま
す
。 

 　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
か
た

は
、
分
娩
費
の
う
ち
３５
万
円
を
限
度
に
保
険

者
（
勝
山
市
）
か
ら
医
療
機
関
に
直
接
支
払

わ
れ
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
の
あ

る
か
た
は
、
受
取
代
理
制
度
を
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 ①
分
娩
費
が
３５
万
円
以
上
の
場
合
、
３５
万
円

を
医
療
機
関
へ
振
込
み
 

②
分
娩
費
が
３５
万
円
未
満
の
場
合
、
請
求
額

を
医
療
機
関
へ
振
込
み
、
残
り
の
差
額
を

被
保
険
者
へ
振
込
み
 

③
他
の
健
康
保
険
で
の
被
保
険
者
期
間
が
１

年
以
上
（
任
意
継
続
期
間
は
含
み
ま
せ
ん
）

あ
る
か
た
が
、
資
格
を
喪
失
後
6
カ
月
以

内
に
出
産
さ
れ
る
場
合
は
、
退
職
ま
で
加

入
さ
れ
て
い
た
健
康
保
険
か
ら
出
産
育
児

一
時
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
の
で
、
当
該
健

康
保
険
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
 

　
 

○
申
請
に
つ
い
て
 

　
申
請
書
の
用
紙
は
、
県
内
医
療
機
関
、
各

市
町
に
あ
り
ま
す
。 

出
産
育
児
一
時
金
 

受
取
代
理
制
度
施
行
 

区　　　分 限　　度　　額 

A 

B 

C

上 位 所 得 者 

一　　　　　　般 

市民税非課税世帯 

150,000円（＋１％） 

80,100円（＋１％） 

35,400円

※＋１％は、医療費が上位500,000円、一般267,000円を超え
た場合、超過額の１％を加算 
※上位所得者とは、国保加入者各自の基礎控除33万円後の所得額の
合計額が600万円以上の世帯 

「
就
職
・
進
学
し
た
ら 

　
　
国
民
健
康
保
険
と
国
民
年
金
の
手
続
き
を
」 

　
　
　
市
民
課 

国
保
年
金
グ
ル
ー
プ 

　
　
　
　
　
　（
1
内
線
2
5
7
・
2
5
8
） 

　
　
　
福
井
社
会
保
険
事
務
所 

　
　
　
　
　
　
　（
福
井
厚
生
年
金
会
館
裏
） 

　
　
　
　（
1
0
7
7
6
‐
２３
‐
１
0
0
2
）
 

◎学生のかた 

国
民
健
康
保
険 

国
民
年
金 

こ　ん　な　と　き 届出に必要なもの 

就学する為に他市町村へ住民票を移した 
（遠隔地被保険者証の交付） 

・平成19年4月以降の在学証明書等 
・国民健康保険被保険者証　・印鑑 

国民年金保険料の学生納付特例の申請をしたい 
（毎年申請する必要があります） 

・在学していることを証明できるもの（学生証・ 
　在学証明書・平成１９年度の学費領収書（写し） 
　のいずれか一つ）・印鑑 

3月で就学を終了した 
※勝山市に住民票のないかたで、卒業されるかたは 
　届け出が必要となります。届け出をしないまま保 
　険証を使用すると、後日医療費を全額返還しても 
　らう場合があります 

遠隔地被保険者証（返還） 

人間ドック・健康診査を受けましょう 人間ドック・健康診査を受けましょう 
　市では現在、人間ドック（70歳未満の国保加入者のみ）と

健康診査（30歳以上の市民対象）の申し込みを受け付けてい

ます。 

　病気の早期発見と健康管理のため忘れずに受診しましょう。 

　なお、平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目し内臓

脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の有病者・予備軍の

減少を目指した健診、保健指導が開始されるにあたり、その準

備として腹囲測定も含めた健診を実施することとなりました。 

　メタボリックシンドロームのチェックや健康づくりの第一歩

として健康診査をすすんで受けましよう。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは 
　おへその高さの腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝
以上のかたで、高血圧、高脂血症、高血糖を複数あわ
せもつ状態をメタボリックシンドロームといいます。
ひとつひとつの生活習慣病が軽症で自覚症状がなくて
も、複数重なると相乗効果で動脈硬化を飛躍的に進行
させることがわかってきました。動脈硬化が進行する
と心臓病や脳卒中をはじめとする命にかかわる危険な
病気を起こす要因となるため、近年、メタボリックシ
ンドロームの予防が注目されています。 
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4
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

医
療
費
の
窓
口
払
い
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

入
院
に
係
る
高
額
医
療
費
を
勝
山
市
国
保
か

ら
医
療
機
関
に
直
接
支
払
う
「
高
額
医
療
費

の
現
物
給
付
化
」
を
実
施
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
７０
歳

未
満
で
入
院
さ
れ
る
か
た
は
、
市
役
所
で

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

交
付
さ
れ
た
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を

医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
院

費
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
限
度
額

を
超
え
た
分
（
今
ま
で
高
額
医
療
費
と
し
て

後
日
支
給
し
て
い
た
分
）
は
、
勝
山
市
国
保

か
ら
医
療
機
関
に
直
接
支
払
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

１．

限
度
額

限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
3
つ
の
区
分
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

2．

申
請
に
つ
い
て

入
院
し
て
い
る
、
ま
た
は
入
院
予
定
の
あ

る
か
た
は
、
市
役
所
で
医
療
機
関
か
ら
の
請

求
が
あ
る
前
に
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
請
は
代
理
の
か
た

で
も
結
構
で
す
。

3．

そ
の
他

（
１
）
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
か

た
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
原
則
交

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
従
来
ど
お
り
窓
口
で

入
院
費
用
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後
日
高

額
医
療
費
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

（
2
）
医
療
機
関
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
提
示
す
る
の
が
遅
れ
た
場
合
は
、
遡
っ
て

の
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

（
3
）
高
額
医
療
費
の
対
象
と
な
る
療
養
は
、

同
一
月
内
の
入
院
の
費
用
が
高
額
限
度
額
を

超
え
て
い
る
場
合
と
な
り
ま
す
。
2
カ
月
以

上
に
ま
た
が
る
入
院
の
場
合
は
、
月
ご
と
の

計
算
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
食
事
療
養
費
や
部
屋
代
差
額
な
ど
、

保
険
給
付
対
象
外
の
費
用
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

（
4
）
現
在
、
入
院
時
の
食
事
代
を
減
額
す

る
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
か
た
は
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

就
職
や
進
学
な
ど
を
さ
れ
た
か
た
は
、
健

康
保
険
と
国
民
年
金
の
資
格
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
次
の
事
項
に
該
当
す
る
か
た
は
、
市

民
課
で
の
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
就
職
さ
れ
た
か
た

（
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
）

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
ら
、
自
動

的
に
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
健
康
保
険
の
喪

失
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
新
し
い
職
場
の
被
保
険
者
証

・
今
ま
で
の
国
民
健
康
被
保
険
者
証

・
印
鑑

◎
退
職
さ
れ
た
か
た

（
職
場
の
健
康
保
険
資
格
を
喪
失
し
た
）

Ⅰ
　
健
康
保
険
に
つ
い
て

１．

加
入
に
つ
い
て

退
職
に
よ
り
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格

を
喪
失
し
ま
す
。
次
の
い
ず
れ
か
に
加
入

と
な
り
ま
す
。

①
職
場
の
健
康
保
険
の
「
任
意
継
続
」

②
配
偶
者
等
の
健
康
保
険

③
国
民
健
康
保
険

（
③
に
加
入
す
る
よ
り
①
に
加
入
す
る
ほ

う
が
、
保
険
料
が
安
く
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
健
康
保
険
税
の
試
算
は
税
務
課
で

で
き
ま
す
）

2．

手
続
き
の
場
所
に
つ
い
て

①
職
場
の
健
康
保
険
の
「
任
意
継
続
」

最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
、
職
場
の

健
康
保
険
組
合

②
配
偶
者
等
の
職
場
の
健
康
保
険

配
偶
者
等
の
職
場

③
国
民
健
康
保
険

市
役
所
（
市
民
課
）

3．

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
、
手

続
き
に
必
要
な
も
の

・
退
職
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

・
印
鑑

・
年
金
証
書
（
年
金
受
給
者
で
そ
の
加
入

期
間
が
２０
年
以
上
も
し
く
は
４０
歳
以
降

１０
年
以
上
あ
る
か
た
）

・
委
任
状
（
申
請
者
が
世
帯
員
以
外
の
代

理
人
の
場
合
）

Ⅱ
　
年
金
に
つ
い
て

退
職
に
よ
り
厚
生
年
金
（
共
済
年
金
）
の

資
格
を
喪
失
し
ま
す
。
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満

の
か
た
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が

必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
退
職
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

・
年
金
手
帳

・
印
鑑


